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診療報酬改定結果検証に係る特別調査（平成20年度調査）  

後発医薬品の使用状況調査  

報告書   



1 日的  

後発医熱論の使用促進のため、稽々の取組が行われてきており、平成18年4月の診療報  

酬改宣においては、他力せんに「後発医薫識lへの変更可」のチェック欄を設け、他力懐が、  

処方せんに記載した先発医薬品を後発医薬品に変更して差し支えない旨の意思表示を行い  

やすくしたところである‖ しかし、平成18年腫及び平成19年度に実施した診療報酬改定  

結果検証に係る特別調香の結果では、後発医薬品に変更された処方せんの割合は依然とし  

て低い状況であった。   

二のため、、F成20fF4月の診療報酬改定では、後発医薬品の更なる使醐足握のために、  

処方せん様式の変更、保険凝局及び保険薬剤師療養担当規則等の改正等が行われた。具体  

的には、姓ナ欄が、後発医典品に変更することに差し支えがあると判断した協和ニ、その  
意思、表ホとして、所定の「後発医削レ、の変更不可」チェック欄に、署名又は言己名・押印  

することと／上り、≠抜欄に処ノノ医の署名等が／ごい場合は、処方せんを受け付けた蒸局にお  

いて、患者の選択に厳づき、復職医薬品への変更が可能となった．また・保険蒸剤師は、  

医師が後登医凛晶レ＼の変更を認めている場合には、患者に対して後発医薬品の説明を適切  

に子TJ）ことが義務づけられるとともに、後発医薬品を調剤するよう努めることとされ、ま  

た、保険勘こついても、投薬、注射、処方せんの交付を行うに当たって、後発医薬品の使  

用を考慮するよう努めることとされた。   

木調倭では、処方せん様式等の変更による後発医薬品の使用状況や、後発医薬品の使用  

に関する医療機関・医師、薬局及び患者の意識、後発医蒸■払の使用が進まない理由等を把  

握し、平成20年健診療報酬改定の結果を検証することを目的とした。  
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⑦後背医薬品の使胤二間する考え方  
⑧後登医薬品に変更して調剤Lた処力せんに係る重刑料の状況‥・  

⑨後登医薬品の使用にあたっての問題点・課腰侶・・  
（3）診療所り矧綻・医師調査の結果概要  

rl〕診療所の施設属性  

2 調査対象．  

本調査では、「保険薬局調査」「診療所調軋一病院調査」「医師調査」r患者調食」の5つ  

の調査を実施した。各調査の対象は、次のとおりである。  

○†某険薬局調査．今回の保険巣局の中から無作為に抽出した2，000施乱  

○診療所調査▲全国の一般診棟所の中から無作為に抽出した2．000施設。  

○病院調査＝全国の病院の中から無作為に抽出した1．000施乱  

○【吏師調 査 上記「病院調査」の対染施設において外来診療を担当している医軋Ⅰ施  
設につき、診療科の異なる医師2名を対象とした。  

○患者調 査：調査日に、L乱1「保険薬局調軋の対象施設に処方せんを持って某局し  

た息乱ただし、l施設につき最大4名の患者を対象とした（4名の内訳  

は65歳以上の男性・女性 各Ⅰも、65歳末滴の労作・女性 各1名）。  

④診措所・病院の診療体制  
⑤診療所・病院における医用清一の備削夫況  
⑥病院で使用している後発医薬品リストの提供状況  
⑦人院患者に対する後発医薬品叫車用状況  
（め外来診軌こおける後発医薬品の使用状況  

動転帥における後軍医薬品性用に関する意  
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細診療所二おける後矧実業．裾引射Ilにあた／－ての問題点・謂腰閏・▲  

肺病院における後発医薬品の使側にあたってのrlⅢ題点・課題等・・  

（称㈲院医師における後発医無品紆便利こあた／）ての問題点・謂僧侶  

（4）患者調査の結果概要  

し0阿答首の鳩作  

②後発医牒ぶの使用状況  

4 隅主項目  

本訴禿の主な項目は次のとおりである。  

3 調査方法  

本調査は、対象施設・l束師・㊥首が吾［。人する自記式濁度禁の郵送配布・回収に上りf］一〕  

′・  
「保険薬局調森」については、施設属件、処方せん枚数、後発医薬品の調剤状況等をた  

ずねる「様式1」と、実際に調剤した薬剤料をたずわる一様式2一の三権類の調査票を配布  

した  
「診横所調査」については、施設の概況や院外処方せんの驚〒了状況、後発医削いJ）使用  

状況と使凧こ関する意乱後発医薬品を使用する上での諌襟肇をた1‘ねる「診標所柴．を  

配布した。  

「病院調査」については、施設の概況や院外処方せんの発行状況、入院患者に夫卜「る後  

発医薬品の使用状況、後登医薬品を使用する上二での課題等をたずねろ「病院票」を配布し  

た．   

惟師調軋については、医師に後発医燕晶の使州状況と使f引こ閲する唐織等をたずわ  

る 雁師襲」を自己布した。配布に際しては、上記の「病院調應＿の対鏡施設を通じて行っ  

たが、回収は、各医師から本調査事務局宛の専用の返信川封筒（切手不要）にて底揺回収  

した。  

「患者調査jに一〕いては 上記の「保険薫局調査」の対象施設を通じて「患者票」を配  

布した。調査日に来局した患者のうち、来局順に付則・年齢カテゴリごとに絃当すろ患者  

の中から同意を得られた患者に調査票を配布していただいた。記載された調査熟ま、各患  

者から本調査事眉局宛の専用の返悟用封筒（切手不要）にて直接回収した（   

濁点実施時期は平成20年11月～平成21年2月としたL－  

T■舶爺  誓、’■■≡，  らホ㌦∵∴∴ヂ源くぎ禁．L芝憾雪男、轄 

様式1  ○薬局の概要  
・組織形態、職員数  
・調剤基本料の種顎、基準調剤加算の有無、後発医薬品調剤体制加算の  
有無、後発医薬品調剤率  

0処方せんの受付状況等  
・処方せん発行医療機関放、後発医薬品への変更不F・r欄に処方医の署名  

等がある機関数、先発医薬品・後発医薬品を銘柄指定している機関数、  
処方せん枚数等  

○取り扱い処方せん枚数の内訳等  
・取り扱い処方せん枚数、l品目でも後発医薬品を調剤した処方せん枚数 
後発医薬品への変更不可欄に処方医の署名等がない処方せん枚数等（t  
か月／1週間）  

保険薬局  ・後発医薬品への変更不可欄に処方医の署名挙がある処方せん枚数、処  
調査  方せん内容の一部について変更不可としている処方せん枚数等（lか月  

／l週間）  

○後発医薬品への対応状況等  
・後発医薬品の説明を行った患者の割合、後発医薬品説明と般的服薬  
指導の合計説明時間等  
・医薬品・後発医薬品の備蓄状況の変化、薬局で取り扱っている後発医  
薬品の採用理由等  

○医療機関との連携状況等  
・医療機関への情報提供の頻度・タイミング等  
○後発医薬品の使用に関する考え  
・後発医薬品の使用に関する考え  
・後発医薬品の使用にあたっての間屡点・課庚等 ／等  

l蓬式2  ・処方せんの記載銘柄に基づき調剤した場合の濁剤料および実軌こ調剤  
した薬剤料等   

病院調査  0施設の概要  

・開設者、病院種別、DPCの対応状況、特定入院料の状況、許可病床数 
医師数、薬劇圃数、医薬品備蓄品目数、後発医薬品の備蓄品目数等  

・1か月間の延べ外来患者数、1か月間の外来診稼業日数等  
○院外処方せん発行状況等  
・院外処方せんを発行している診療科  
・外来における院外処方せん発行枚数、後発医薬品を銘柄指定した処方  
せん枚数等  

○入院患者に対する後発医薬品の使用状況等  
・平均在院患者数  
入院患者に対する後発医薬品の使用状況  
・後発医薬品を使用して生じた聞腐点  
・t年前と比較した後発医薬品の供給体制の変化  

○後発医薬品使用についての課購  
後発医薬品使用についての粗賭等 ／等  



・処方せん様式の変更によって良くなった点、間鰭点  
・後発医薬品の処方を進める上で望まれる対応  
・後発医薬品の使用上の課題 ／等   

息者調査   ○属性等  
・性別、年齢、受診している診療科、薬局への来局傾度、かかりつけ薬  
局の有無、お薬手帳使用の有無  

○後発医薬品の使用に対する意積等  
・後発医薬品の認知度  
・医師や薬剤師からの後発医薬品についての説明の有無  
・後発医薬品使用経験の有無、ある場合はその鴻迫度、薬代の負担感  
・後発医薬品の使用に対する考え、必要なこと  
・後発医薬品を使用する上での意見・野望等 ／等   

○属性等  
・性別、年齢、担当診療科、Ⅰ日あたり外来診察患者数  

○院外処方せん発行時の状況や処方に関する考え  
・後発医薬品の処方に関する意薇、処方しない場合の理由  

・1年前と比較した後発医薬品の処方状況  

・後発医薬品への変更不可肌こ署名した処方せんの発行経験の有無、割   

合、その理由等  

・一部の医薬品についてのみ後発医薬品への変更不可と記載した処方せ   
んの発行経験の有無、割合、その理由  

・後発医薬品に関心のある患者の割合、I年前との比較  

・後発医薬品を銘柄指定した院外処方せん枚数の割合  
・保険薬局で後発医薬品に変更した場合の情報推牒の有無、望ましい情   

報提供について  
○後発医薬品使用についての考え  
・後発医薬品の承認に関する瓢知度  
・処方せん様式の変更によって良くなった点、関越点  

・後発医薬品の処方を進める上で望まれる対応  
・後発医薬品の使用上の疎照等 ／等  

○回答者の属性等  
・性別、年齢、担当診療科  

○施設Å性等  
・所在地、開設者、種別、主たる診療科、医師数、薬剤師数 医薬品の   

備蓄状況等  
○入院患者に対する後発医薬品の使用状況等  
・平均在院患者数  
・入院患者に対する後発医薬品の使用状況  
・後発医薬品を使用して生じた間劇点  
・l年前と比較した後発医薬品の供給体制の変化  

○院外処方せん発行状況等  
・院外処方せんの発行の有無  
・院外処方せん発行枚数、1か月間の外来診療英日数・外来延べ息着数  

○院外処方せん発行時の状況や考え  
・後発医薬品の処方に関する意職、処方しない場合の理由  

り年前と比較した後発医薬品の処方状況  
・後発医薬品への変更不可欄に署名した処方せんの発行経♯の有無、割   

合、その理由  

・一部の医薬品についてのみ後発医薬品への変更不可と記載した処カせ   
んの発行経験の有無、ケース、割合、その理由  

・後発医薬品に関心のある患者の割合、】年前との比較  

・後発医薬品を銘柄指定した院外処方せん枚数割合  
・保険薬局で後発医薬品に変更した場合の情報應牒の有無、望ましい情   

報提供について  
○外来診療における院内投薬の状況や後発医薬品の使用についての考え  
・後発医薬品の処方に関する意職、処方しない場合の理由  

○後発医薬品の使用についての考え  
・後発医薬品の承認に関する級知度  
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（2）保険薬局桝壬の糟蓼  

【璃査対韓事】  

調査対鋲：全国の保険薬局 
ド蛋…姦 

5．結果概婁   

（1）回収の状眉  

保険業局所査の様式1の有効回収数（施設数）は944件、有効回収率は47．2％であった。  

また、様式2に記載きれた有効処方せん枚数は435薬局分の7．07‘枚であった。   

診療所調査の有効回収数（施設数）は733件、有効回収率は3‘．7％であった。   

柄院調査の有効回収数（施設数）は32‘件、有効回収率は32．8％であった。また、医師  

調査の有効回答人数は431人であった。   

患者調査の有効回答人数は1．717人であった。  

図濃l回収の状況  

の中から無作為に抽出した保険薬局  
回答数：944施設  

回答者：管理者  

調査票 様式2  

処方せん枚数：7．076枚（415薬局分）  

回答者：管理者  

（凱♯局の几性   

l）絹▲形態   

薬局の組織形態（法人・個人別）についてみると、「法人」が月5．0％、「偶人」が14．7％  

であった。   

法人の種類は、「有限会社」（法人薬局の54．6％）が最も多く、次いで「株式会社」（同42．3％）  

であった。  

阿♯2 縮▲形態（法人・個人別）（∩＝944）  
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法人，85．（粍  
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図衰3 法人兵員の内駅（n＝802）  

仇 1【h 20ヽ 8（鶏 1仇 鮪 801 70ヽ 801 00ヽ 一肌  

法人  
（n＝802）  

日韓式会社□轟■食杜  □合★会社口合名会社ロその他ロ■回書  



3）鯛刑の状況事  

l）調剤基本料   

調剤基本料に′ついてみると、「調剤基本料（40点）」が9g．9％、「調剤基本料（18点）」が  

0絆％であった。  

函薇6 t胃剤纂本科  

仇 l仇 2仇 m l仇 5肌 ¢肪 7仇 8仇 9（穐 1（仇  

2）■■数  

l）薬剤師   

職員のうち 薬剤師の職員数（常勤換眉）についてみると、「ト2入射胤（3T7％）が  

最も多く、次いでr2～）人未満」（封＝％）、「3人以L（250％）であった－）  

】薬局あたりの職員数（常勤換算）に′⊃いてみると、薬剤師の平均人勤ま2ユ人（ltりL牌  

20）であった。  

図表4 薬剤師の職負数（常勤換井）  

仇 l仇  2仇  3仇  ヰ仇  5（汽  仰ヽ  7肌  8仇  軌 1m   

ll）基準t胃剤加算   

基準調剤加虜についてみると、r基準調剤加算l（10点）」が42．4％、「基準調剤加算2（30  

点）」が13－6％であった。   

基準調剤加償を「算定していない」は42台％であった。  

凶手7 基準臍剤加算  

仇 1仇 2（粍 3（h 4仇 5仇 8肌 70ヽ 80ヽ 9仇 1∝鵬  

（往）常勤換算は、次の計算式で算出した。また、常勤換算後の職員軌1整数‖、数点以下四捨1L人）  

とした。   

・1週間に数回勤稀の場合＝仁甘常勤欄員のl週間の勤拷時間）．（当訂眞薬局が定めている常軌職員  

の】欄間の勤純時間）  

1か月に数回勤袴の場合（非常勤≠良のtか月の勤構時間）．（当撲薬局が定めている常勤職員  

のt週間の勤務時間×4）  

ii）その他（事糟書■専）   

薬剤師以外のその他（夢精職員等）の職員数（常勤換算）についてみろと、r2人夫滴」  

（42．梓％）が最も多く、次いで「2～3人未満」（）24％）、「）人以上」（213％）であった。  

1薬局あたりの職員数（常勤換算）に1〉いてみると、その他（事務職貝笥）の平均人数は  

コ0人（l†】央値20）であ／）た。  

図表5 その他（事務■■専）の■■数（♯勤換井）  

（h lOヽ  20ヽ  3（h  40～  5（h  仰  70ヽ  8仇  眺 l（肌  

ロ暮■■刑加暮2（30点）  

平均値20 中央≠20  

■2人未満   ロ2～3人夫満   ロ3人以上   □■回書  

肝卜隠発医薬品調剤体制加算   
後発医薬品調剤体制加斯こついてみると、鳩定している」が7gるサム、「算定Lてい／ごい  

が2l－1％であった。  

国表8 後発医薬品調剤体制加井  

肌 l仇 2仇 3仇 4仇 501 ∝≠ 70ヽ 80ヽ 軌 1（）0ヽ   

∨）機先医薬品慣利率別にみた薬局数の分布（平成20年12月）   

平成20年12月における後発l釘築品調㈲悸別にみた薬局数の分布をみると、「30％以上  

40％未満」（27．5一払）が最も多く、次いで「40％以仁50％未満」（235％）、「50％以上60％  

未満」（l（〉1％）となった。  

図表10 後発医薬品調剤率別にみた薬局数の分布（平成20年12月、∩＝84封  

○ヽ  川ヽ  20ヽ  JOヽ  ▲0ヽ  全体  
（∩＝94イ）  ・       ・・、  

1仇乗濃   

1肌以上2肌兼三■   

20ヽ以上30ヽ兼1   

30ヽ以上4肌乗漬   

4肌以上5肌未満   

50ヽ以上80ヽ未三■   

80ヽ以上TOヽ未満   

70ヽ以上8仇兼濃   

80ヽ以上g仇未満  

○（汽以上   

▼＿＿■■l ■◆  l一   －  ■ －l  
ロ■定している  ○井定していない  ロー回答  

Ⅳ）緩集医薬品調剤串（平成20年）  

、I城20年1月から】ほ月圭での各月の後矧失業品調剤率をみると、わずかながら車）増加  

傾向がみられ、「1月」は平均値では402％、中央値では）烏0■‰であったのが、†12月ノに  

は平均値では4）．9％、中央植では417％となった．】また、標準偏差についてヰ）「1H は  

17旨であったのが「12月」には169であった。  

圃衰9 後発医薬品璃刑率（平成20年、∩＝糾3）  

（嘲ほ∵軋  

平均ヰ  繍攣儀豊  中央櫨   
1月   40．2   】7．月  3R．0   

2月   40．7   17．7  3R．0   

3月   40．4  17．4  3寓．0   

4月   4Ⅰ．7  169  39．3   

5月   42．1   16－7  39．9   

8月   4】．7  l（〉5  ユ9．ヱ   

7月   41．祭   1る一5  38，9   

8月   41．7   l（〉．5  3只．ボ   

9月   42．2   1（〉．8  39．コ   

10月   4）．l   1（〉．9  4l．0   

‖月   4）．5   170  41．1   

12月   4ユ．9  】69  4L7   

（注）各月告ごに回答があ／）た施設を対象に集計ミ′た  



4）処方せん先行医療機隕（平成20年12月）  

】）処方せん発行医膚機関数   

平成20年12月に薬局で受け付けた処方せんの発行医療機関軌こついてみると、1薬局あ  

たりの平均は29．2件であった。このうち「変更不可」欄に処方医の署名等が9割以上ある  

医棟機関数は7．0件で、処方せん発行医療機関全体に占める割合は24．0％であった。  

国璽11処方せん先行医欄機関数  

iii）特定の保険医膚機関に係る処方せん割合（tも多いもの）   

特定の保険l菓痴機関に係る処方せんの割合（最も多いもの）についてみると、「70％超」  

（652％）が最も多く、次いで「50％超～70％以下」り3一采％）、「30％超～50％以下」（1】．g％）、  

「10t施超－30％以†」（萬7％）であった白 平均は75．4％（標準偏差2る1、中央値郎．5）であ  

った。  

図泉13 特定の保険医ホ機関に係る処方せん割合（tも多いもの）  

○ヽ   tOヽ  ヱ0ヽ  コ0ヽ lOヽ  50ヽ  60ヽ  70ヽ  80ヽ  軌  tOOヽ   

全体  
（∩＝578）  

●0－1仇以下     ロ1仇彙l－3帆以下  B3仇雄一5仇以下  

■剛性一丁仇以下  8一肌槌  口■回答   

（注）特定の保険医療機関に伴る処方せん割合は、次の計算式による。  

（当l真薬局で受付枚数が最も多い医療職開が職行した処力せんの受付枚数）  

÷（当揉薬局での受付処方せん枚数の総数）  

如）半径祁伽以内にある匡ホ機関数   

半径ヱ00m以内にある医横磯関数についてみると、1薬局あたりの平均医療機関数は3．4  

仲（標準偏差37、中央値2．0）であった。  

臥轟H 半径2仙以内にある医ホ機関数（n＝911）  （注）すべての項目に回答のあった施設を対射こ集計した。  

ii）処方せん枚数がtも多い1医■■開の取り放い処方せん枚数  

処方せん枚数が最も多い1医療機関の取り扱い処方せん枚数についてみると、1医療機関  

あたりの平均処方せん枚数は1，122．9枚（標準偏差919．‘、中央値9朋．0）であった。  

的喪12 処方せん枚数が欄も多い1医療機関の取り扱い処方せん枚数（∩＝578）  

半径200m以内にある医療欄爛用（件）  

l往）回答のあった施設を対象に集計した。  

処方せん枚数（枚）  

（注）処方せん枚数について回答のあった施股を対象lこ集計した－  
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V）算定する鯛剤料の過半数が浸煎薬または湯薬   

井定する調剤料の過半数が浸煎薬または湯薬であるか否かについてみると、唱煎薬また  

は湯薬ではない」が9‘4％と大半を占め、「浸煎薬または湯薬である」は0．1％であった。  

圃義15 算定する調剤料の過半数が浸煎薬または濠集  

仇 l仇 2仇 3仇 101 5仇 ∝鵬 7仇 8仇 g仇 10仇   

②取り扱い処方せんの状況専（平成20年12月＝ら、月計〉   

1）取り扱い処方せん枚数   

取り壊い処方せん枚数について、平成20年12月の1か月全体の取り扱い処方せん総計  

（4g6，352枚）の内訳と、平成20年】2月の1か月のうち、12月8日から12月14日の1週  

間分の取り壊い処方せん総計（t20プ00枚）の内訳をまとめたu   

＿†＿」  



2）一品目でも槍先医薬品を増刺した処方せん割合   
すくて〝）他力せんに鼠汀十る、l乱‖でヰ．後発医薬品を調剤した他力せんの割斜こついてみ  

ろと、「後発医薬ぶの調剤あり が朋∬払（2Ⅰ叩96枚）、r後発医薬品の顔㈲岨し．が560－払  

（272，55る枚）であった。   

圃栽17 すべての処方せんにおける、l品目でも後発医薬品を慣剤した処方せんの割合  

（平成20年12月lか月分の処方せんベース）  

仇  2仇    40ヽ    801    8肌   1∝h  

図表16 取り扱い処方せん枚数   

事虎胡＊ほ■  

け）lか月重体の最  

■り濃い九万せん畿■  

十 ∴t義機振血1∴  
＋   

①すべての取り徴い処方せん  486．352  100，0％  1ヱ0．200  100．0％   

215．996  440％  5Ⅰ．hlj  42．9リノu   

〕二のうち．「後発筐＃晶への嚢王がすべて不可」欄に処方匿の   

事がない払方せん  
・lせト甘吠うち1品目でも後発医薬品をⅦ期した処方せん              】⑨1  1名  

封札片沌  b5．bりi  7丁．j載）  糾．う0ち   

抑③のうち、1品目でも先発医薬品を後先医薬品にま賓した処方    19，497  4．0％  4．5〔杓  1針㌦  
せん（以前に一度た王し 今回も同様に賓更した■含も含む）  

4，7ユ7  ＝軌，  l，14l  09サム  

⑥し¢のうち、後先医薬品分割Ⅶ刑加算を算定した処方せん  l．コ26  0．〕り小  27ユ  02％  

⑦③のうち、1品目でも機乗医ホ晶を他の後先医ヰ晶に蜜王した処    】，6コ4  01％  i70  0juん  

⑪忍㌫詣芸き上譜で豊き篇謡甜宗旨諾莞讐更    〕2，494  b，7tしム  7．コ（始  b．0％  
処方せん（後発匿藁晶のみが記載された処方せんを含む）  

⑨③のうち、「後先医薬品についての税別を行ったにもかかわらず 

弓 L  

⑩先尭匿■晶の含1規格に対応した後先医薬品がなかったため   44，jbる  91％  も、795  5．7ワん  
2q，現）b  6．0％  3，R92  j，コ％  

⑫⑩のうち、在ヰとして■暮していなかったため   コ】．ユ55  4，4％  2．R亀5  コ4ワち  

卿先集医薬品の綱形（ただし、OD錠除く）に対応した後発医薬品   R，1錮  】．7サi．  】，り〕6  上60ん  
がなかったため  
⑪り沙のうち．薬価収tされていなかったため   ●  l．2叫ん  l、14b  」】ロム  

郎＝怜のうち、在庫として■暮していなかったため   3，OR4  0．6％  177  0，5？ん  

㊥先集匿♯品の刑形がOD錠であり、それに対応した後発匿♯晶   2．Ⅰる9  0．4ワ′乙  うヱユ  0．3％  
がなかったため  
㈲4¢のうち、1価収ザされていなかったため   l．44る  0．5％  ：29  0．2％  

⑪⑱のうち、在庫として■暮していなかったため   i．ヱ0（〉  0．2％  R9  0．】％   

⑯①のうち．「後発医薬品への嚢王がすべて不草＝蠣に処方匿の1重量      Ib7．45b  う4．4％  42、り60  35．丁％  
盟友丘払方せん  
⑩⑱のうち，挫発露義晶を銘柄指定している処方せん  69，b29  14．う○ち  lR．152  】5．】％  

Oq）のうち処方せん内容の一部について変更不可としている処方せん     6，5只5  l．〟％  】．（11丁  0月％  

n ‖ 】  

6bj  0．1％  2R  00％   

処方せん全休  
（n＝480．352）  

■捜泉匿1晶のれ刑あり  口後先匿ホ品の桝刑なし   

（汁）lか月分li早成20年12日】か月i）の取り扱い処方せん、1週間力は1かり分のうち、lヱ′8、】2／】4ノ）】   

週間の取り淡い他力せんの牧歌、   
● r後凝医薬品に／〕いての説明」とほ  

維篭医薬品と先登医巣品とが同封ぐあること（例えば．品質、安従性、隼杓学的同等作試験桔果′了ビ）   
の説明に加え‥患者の処方せんにおける賓更前の薬剤料と変更後け横剤何の美観等に／ノいての説明／fどを   

指す〔  

16  

平成20年t2月1か月分のすべての取り扱い処方せん4承6．352枚における「後発医薬品へ  

の変更不軋欄への処方医の署名等の有無についてみると、「署名等なし」が65る％（3柑，畠96  

枚）、「署名等あり」が344％（167，456枚）であった。  

「署名等なし」の処方せん3】祭、網6枚のうち、実際に「1品目でも先発医薬品を後発医薬  

品に変更した」処ノノせんは61％であった。  

「処カせんに記載されたすペての銘柄について、後発医薬品が薬価収載されていないた  

めに、後発医蒸晶に変更しなかった」処カせんは10．2％、「患者が希望しなかったために、  

すべて後発医薬品に変更しなかった」処方せんは89％、それ以外の理由で「後発医薬品に  

変更しなかった」処カせんは748（沌であった－ 

園賽19 すべての処方せんにおける、r後発医薬品への変更不可」欄の  

処方医の雷名讐の有九（平成20年12月1か月分の処方せんベース）  

仇     2仇    ●肪    仰    8（n l（仇  

3）緩兜医薬品への変更割合（処方せん枚数べ一ス）  

「後発医薬品への変更不可」欄に処方医の署名等が／机、処方せん（3柑，g96枚）における、  

後発医薬品への変更状況等の内訳をまとめた。  

図養18 r後発医薬品への変モ不可」欄に処方医の書名専がない処方せん  

（n＝3柑．896）における、後発医薬品への変更状況等  

（平成20年12月1か月分の処方せんベース）  

r－∴∴－も′ヽて‘  旭：：ゝ  ∴爛☆   

r董更不可j欄に処方匿の■名等がない処方せん  318，諷96  川0．0％   

1品自でも先発医薬品を後発医薬品にまモlた処方せん  】9．497  （1．1％   

（うち）後発医薬品情報提供料を算定した処方せん  4．72丁  i．5％  

（うち）後先匿藁晶分割Ⅶ剤加暮を算定した処方せん  1．エコ6  l）．4％   

1品目でも後発医薬品を他の後発医薬品に変空した処方せん  l，624  り5％   

処方せんに記載されたすべての銘柄について、後発医薬品が薬価収載さ    jヱ．494  川．2％   
れていないために、後発医薬品に変更しなかった処方せん   

患者が希望しなかったために、すべて後発医薬品にま更しなかった処方せ    2亀．う28  只9％   
ん   
以下の理由により捜発医薬品に文王できなかった先発医藁品が一品目でもある処方せん  

先発医薬品の含1規櫓に対応した後発医薬品がなかったため  44，〕bる  11．9％  

採用している後発医薬品に、先覚医薬品の含1規格こ対応した  29．〟）6  ウ，Z％  
製綿が＃す収載されていなかったため  

先発E藁品の含1規欄に対応した後発医薬品を採用していな  21．ユ55  b．7％  
かったため  

先発医薬品の剤形（ただし、OD錠除く）に対応した後発医薬品がな   も，1二18  ヱ．6％  
かったため  

採用している後発匿薬品に、先覚医薬品の割形に対応した製剤  5．b】翁  1寓％  
が書せ収載されていなかったため  

ため  
先発匿藁品の州形がOD錠であり、それに対応した後発医薬品がな  

かったため  
採用している後先医薬品に、OD錠が薬価収載されていなかっ   

たため  先発匿ホ点の椚形に対応した後発医薬品を採用していなかった  〕．084  し0％          2．】69  0．7％          】，446  0．5％        OD錠の後発匿薬品を採用していなかったため  1．206  0．4％  

処方せん全体  
（∩ニ188．352）  

■■名なし  □■名あリ  

国喪20 「後発医藁品への嚢更不可」欄に処方医の書名蠣がない処方せん  

（n＝318．896）における、後発医薬品への変更状況  

（平成20年t2月1か月分の処方せんペース）  

仇    2【h    ●仇    一泊ヽ    8仇   l∝川  

た更可の処方せん   
（∩＝31乱800）  

■1品目でも先発El晶を徴発筐薬品に彙更した   

ロー舞書■品に暮責しなかった   

■処方せんに紀暮されたすペての銘柄について、■★■暮晶が薫■也義さ   
れていないために、橡彙E■晶に土王しなかった  

■▲書が希望しなかったたゎに、すべて牡集匿義晶に暮王しなかった   



4）「嚢更不可」l■に処方匿の暮名讐がある処方せんのうち、後発医■品を銘柄欄偏してい   

る処方せんの納会   
平成20年12月1か月分で、「後発医薬品への変更不可」肌こ処方医の署名等がある処方  

せん167，456枚のうち、「後発医薬品の銘柄措定あり」は41，‘％、「後発医薬品の銘柄指定な  

し」は58．4％であった。  

図嚢21「後発医薬品への嚢更不可」欄に処方医のt名書がある処方せん  

（n＝1即．4朗）における、後発医薬品の銘柄指定をしている処方せんの割合  

（平成20年12月1か月分の処方せんベース）  

0ヽ     2（〉ち    l仇     帆     80ヽ    1肌  

「後発医薬品への変更不可」¶に処方医の署名等がない処方せんをl枚以上取り扱った  

7‘5薬局のうち、「それらの処方せんを1枚以上、実附こl品目でも先発医薬品から後発医  

薬品に変更した薬局」は710％（543薬局）、「先発医薬品を後発医薬品へ変更しなかった薬  

局」は21．焉％ り‘7薬局）であった。  

凪ホ23 r後先医薬品への嚢更不可」欄に処方匡のt名尊がない処方せんを取り扱った  

薬局（765薬局）のうち、実腎l＝1品目でも先発医薬品を後先匡巣晶に女王した  

薬局数の割合（薬局ベース）  

仇 1（穐  201 3（h  峨  50ヽ l仇  皿  劇れ  軌  ttXh  

嚢王不可の処方せん   
（n＝‖け．151）  

事晶に暮夏した轟■  
田先★憂義晶をtt■轟晶へt責しなかった■■   ■そ九らの為方せんをl枚以上．責韓に1晶白でも東鶉旦暮晶から吐鷺■     ロ■頂讐  ■畿舞■纂晶の銘柄指定あリ   ロー舞狂＋晶の≠柄指定なし  

5）改発匿集晶への暮夏割合く兼烏ベース〉   

平成20年12月1か月間で、r後発医薬品への変更不可」欄に処方医の署名等がない処方  

せんをl枚以上取り扱った薬励ま、gLO％（765薬局）であった。  

阿ホ221か月仰の取り扱い処方せんのうち．ー機先匡巣晶への彙王不可」欄に処方医の  

■名蠣がない処方せんを取り扱った♯局数の割合（ホ鳥ベース）  

仇     m     咄     肌     払    1∝れ  

20   2l  

「後発医薬品への変更不可」櫓に処方医の署名等がない処方せんを取り扱った7‘5薬局  

における、後発医漉晶への変更可能な処方せんに占める、実際に後発医薬品に変更した処  

方せんの割合（変更割合）についてみると、変更割合が「5％未満」が29）薬局、r5％以上  

～10％未満」「10％以上←20％未満」がそれぞれ74薬局であり、後発医薬品への変更割合  

は低いとみられる。  

同義24 「後発医薬品への嚢モ不可」ヰ■に処方匿の書名事がない処方せんを取り扱った  

薬局（丁65＃局）における．機先医凛届への変更可能な処方せんに占める、  

緩発医薬品への嚢王割合別の度数分布（薬局べ一ス）  

6）1か月肌＝爛劃したすべての匿水晶に占める後先医書晶の割合   

平成ヱ0年12月1か月間に調剤したすべての医薬品に占める後発医薬品（数量ベーース）  

についてみると、り0％以上～20％未満」（19．5％）が最も多く、次いで「30％以上－40％未  

満」（10．‘％）、r20％以上～30％未満」（104％）であった。  

阿栽251か月間l＝嘱刑したすべての医薬品に占める後発医薬品（数1ベース）の割合  

（平成20年ほ月1か月間、巣局ベース）  

01  2肪     1（粍  l（れ  仰    Il肌  
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．
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 集れ全体  

（∩＝9ヰ●）  

■1抽象濃  口和％以上－20†も未満D20†●以上－30●も★■  

■刑以上一脚91集1840†l以上一如％集濱口恥以上一TOI●乗漬  

■70％以上  ロ■回書  

5（旧   

l（〉○   

珊   
2（H）   

l00  

○  

（注）数▲ベースとは、薬価基準の規格単位ベースで、例えば錠剤のヰ合、単純に1か月間に調剤  

した全艦数を数えて針事することを意味する。   
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平成20年12月lか月間に紳刺したすべての医薬品に占める後鴇医薬品の割合について  

みると、1薬局あたりの平均は270％（標準偏差19．2、中央値22．0）であった。  

図12¢1か月間に椚劃したすべての医薬品に占める鶴舞臣巣晶（■暮ベース）の割合  

（平成20年12月1か月Ⅶ、巣局ベース、∩＝605）  
（注）丁65薬局の中には、後発医薬品への変天網合が不明の55ホ局がある。  

すべての医薬品に占める後発  
匿稟島の割合（％）  

（注）回答のあった施設を対象に集計した。  
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③撞集医藁品への対応状況（平成20年4月以降）   

1）後発医薬品についての兢明を行った愚書の割合   

後登医薬．～～．への変更可能な処方せんを持参した患者げ〕√）ち、篠耀【裏革ri子バこ′ついてのJq明  

を行った患者の割合についてみると、rtO％よ満＿ り75〔悠，）が熊手）多く、次いで「10rンこ，＝上  

～30％末摘」（201％）、「）0％以上～50うも未満」（Ⅰ24％）で【h′ハ′こ 

図轟〃 後先医薬品への変更可能な処方せんを持参した患者のうち、  

後発医岬二塁」  

0ヽ 10ヽ  2肌  30ヽ  4く）ヽ  50≠  6（れ  70㌔  80ヽ  軌 10仇  

2）後発医薬品についての説明を行った患者のうち、後発医薬品の使用を♯望しなかった  

患者の割合   
後発医薬品への変更可能な処方せんを持参し、薬局において後発医薬品についての説明  

を行った感者のうち、後発灰塵晶の鮭川を希望Lなかった恩者の割合についてみると、  

「川％未満」（24．2％）の薬局が最†J多いが、他のいずれのカテゴリも10％程度から1丁％程  

唯の間の何首割合があり、ばr」／つきがみられたu  

図表28 後発医薬品への変更可能な処方せんを持鵡し、  

後発医蔓畠についての説明を行った農着のうち、隆能医韮品の修用應  

希岬「ス）  
（几 l叫 緋 即 4仇  581 8仇  丁肪 80～ 仰 ItX札  

帥 

、書三－  

も乗1  □lO，も以上－3帥も未満ロ30％以上－50，も未満   

％以上－70～も未満ロ70％以上－gO％未満口勒以上  

回答  0†も未満  ロ10，も以上～30％集濱口309も以上～知％乗虞  

≧■的％以上－70％未満□TOサも以上～抑％未満□如％以上  

＝主）後鞄医薬品についての説明」とは、複軌麦藁品と先鞘医薬．R」とがF司等であるこさ一（例えば．．1賃   

安定性、生物学的同等性試験結果など）の説明に加え、患者の処方せんにおける変更折山薬剤‡†ヒ変  

更後の薬剤件の差額動こついての説明などを指す。  

3〉 後発医薬品についての説明を行ったにもかかわらず、患者が後先医薬品の使用を希望  

しなかった理由   
薬局において後発医薬品についてり〕説明を子iったにもかかゎ木ず、患者が後発医乳品の  

伴川を希望しなかった理由についてみると、「典剤料等（患者自己負担聯）〝〕差額が小さい  

から．（375％）が最も多く∴次いで「後発医薬品に対する不安がある（356％）であ／ノた  

図表29 後発医薬品についての説明を行ったにもかかわらず、患者が後発医薬品の  

使用を希望しなかった理由（薬局ペース、離散回答、∩＝944）  

肪    10ヽ    Z¢t    珊    ヰ（れ    5仇  

4）後発医薬品へのま更調剤を行った患者のうち、2回目以降に後発医薬品の使用を♯望し   

なかった患者の納会   
後発医薬品への変更調剤を行／つた患者のうち、2回目以降に後発医薬品の使川を希望しな  

かった隠者の割合についてみると、「10－％未軋（飢0％）が最も多かった 

園喪30 後発医薬品へのま更碑刑を行った患者のうち2回目以降に後発医薬品の  

使用を希望しなかった患者の割合（薬局ベース）  

0ヽ 10ヽ  20ヽ  30ヽ  40ヽ  5仇  60ヽ  7仇  80ヽ  9（几 1（肌  

ヰ刑料事（点者自己負担額）  
の靂覿が小さいから  

公★■担の点者であるため  
＃漬的インセンチィプがないから   

過去に後発医薬品を使用したが  
体綱不良となった縫♯があるから  

後先匿1晶に対する  
不安がある  

モの他  

九図書  

810†も乗弟  ロ10％以上－3091集5■D30％以上  

■SO†●以上－70サー禾礪口TO％以上－∝）％棄；纂口的9も以上  

口■回答  
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5）機先医薬品への嚢責爛剤を行ったが、患者が2回目以降に緩発医薬品の使用を希屈しな  

かった理由   
後発医薬品への変更調剤を行ったが、患者が2阿川以降に後発医薬品の使用を希望しな  

かった粗動こついてみると、「使用した後発医薬品の効果に疑問があったため」（23．1％）が  

最も多く、次いで「使用した後発医薬品の使用感が合わなかったためJ（229％）、「綾川し  

た後発医巣晶により体調不良となったため」（柑．8％）となった。  

国表312回目以降lこ後発医薬品の使用を希望しなかった理由  

（薬局べ一ス、■数回答、n＝944）  

仇    10ヽ    2（h    ユ0ヽ    ヰ（汽    50ヽ   

6）患電1人に要する後先医薬品についての平均説明時間   

患者l人に質する後発医薬品に／〕いての平均説明時間について、初阿の愚者における「後  

発医薬誹．説明＋ 般的服務指増時間jをみると、、戸均は10．9分（橋畔偏差6，0、t†l央佃10．0）  

であった。   

2阿F】以降の盛者における r後発医薬tlム説明＋ 一般的阻＊稲穐時間」をみると∴平均は  

る0分（標準偏差3R、中央値50）であった。「一般的な服薬指増時間」の平均が5．月分（博  

準偏差32、中央値50）であることから、2回目以降の患者の場合、一般的な服薬指導と  

人きな差異はみられなかった。  

国表32 点者1人に要する平均説明時間の分布（n＝T13）  

0ヽ 10ヽ ～0ヽ ユ0ヽ 40ヽ ～0ヽ ●0ヽ JOヽ 80ヽ 00ヽ100ヽ  勤1に躍何があったため  

体鯛不良となったため  

使用¢が合わなかったため  

不安が三｛えなかったため  

その他  

■泡雪  

後集E♯晶説明＋一般的欄稟指ヰ  
の合雷十晴Ⅶ（初回）  

後発医薬品説明＋一般的服薬指ヰ  
の合計時間（2回目以l書）  

一般的触■薬指礪の時M  

t5分乗礪■5分－10分乗1010分－15分乗漬■ほ分以上  

（注）「後発医薬品説明」一枝籍医薬品と先発医薬品とが同等であること（例えば、品T、安定†生、生物学  

的同等性試験結果など）の説明に加え、患者の他力せんにおける変更前の薬剤料と変更後の薬剤何の   

差欄等についての説明などを指す。  

図表33 患者1人に要する平均説明時間（【ニ713）  

平均■  ■撫■暮  中央■   
後先医薬品説明＋一般的服薬指導時Ⅶ（初回）（分）   10．9  6．0  10．0   

後発医薬品朋明＋一般的服薬指導時Ⅶ（2回目以降）（分）  る，0  3．寓  5．0   

一般的な塵薬指礪時Ⅶ（分）   5．萬  3．2  5．0   

（注）・すべての項目について回答があった施設を対象に集計した。   

・「後発医薬品説明」後発医薬品と先発隊薬品とが同等であること（例えば、品平、安定性、生物学  

的同等性拭幹結果など）の説明に加えい患者の処方せんにおける変更前の薬剤料と変更後の薬剤科  

の差額等についての説明などを指す。  

7）平成20年12月以抑こ後先医薬品への変更研刑を行った患者のうち、医療機関が、薬局   

でた更した当旗後発医薬品の銘柄処方に切り替えた患者数の割合（薬局ベース）   

平成20年12月以附こ後発医薬品への変更調剤を行った患者のうち、医療機関が、薬局  

で変更した当該後発医薬品の銘柄処方に切り替えた患者数の割合についてみると、rO％」  

（299％）が最も多く、次いでrlO％未満」（柑4％）、r90％以上」（11．3％）であり、平均  

は24．2％（中央値2．0％）であった。  

国表34 平成20年12月以附こ捜発医薬品への変更調剤を行った慮毒のうち、医ホ機関が、   

薬局でま空した当放後発医薬品の銘柄処方に切りせえた患者数の割合（薬局ベース）  

○仇     tO仇    20仇    30．仇    48．仇    50仇  

8）在ヰがなくて後免医薬品にまモできなかった患者の割合   

後発医薬品への変更が可能な処方せんを持参した患者のうち、当該後発医薬品の在庫が  

なくて後発医薬品に変更できなかった患者の割合についてみると、「10％未満」（叫．4％）が  

最も多かった。一九「50％以上」という薬局を合計すると16．3％であった。  

国表35 後発医薬品への変更が可能な処方せんを持参した患者のうち、熟談後発医薬品の  在岬ス）  
t）ヽ 1仇  20ヽ 3帆 ●（穐  引期 ∝粍 †仇  80ヽ  鍋 100ヽ  
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仇  
一拍％集■  

－20●も朱濃  

一諏％未満  

－18，l集■  

一帥％象■  

一叫％集♯  

－70Il集鋼  

－00サ■未満  

－00≠末濃   

紺Il以上   

■囲讐  

日用％集濱  口109も以上－309も未満ロき0≠以上－50，●禾濃  

■50％以上－70％未満ロ70，●以上－00％未満D80％以上 ロ■屑讐  
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t国表36 傭讐医薬品品自数の変化（∩＝8（旧）  ④医薬品の≠薔状況  

り医薬品の≠蓄品目数   

備蓄l吏薬品の仝品目数についてみろと、平成19iIl三月時．たで」i平方ノ75萬5■冒ム‖であ／イニ  

が、平成20隼t2月時点では平均Ⅷ1只5ぷ．口と／ごり、79（拓の卿州ユ孝三と／こ′）た〔、－rりと倍で／井  

ても7155晶‖から77（．．0品目となり、R5ワもの増加率と／亡った．   

次に後発医薬品の備蓄言も日掛こついてみると∴†城19年12月時点てけヤ均ケ‖．1㍉‖ご  

あ／ったが、、拙宅20†トt2即キ／J∫では、I′均tつ55月．‖となり、290ワもの増加率とな′〉たノ り】r経  

伯でみてヰ】、6月5ぷ。円から1000．1～一‖となり、4（，0％椚相加率と／亡った 

したが／）て、後発隊薬品げ）傭嵐1J一‖放鳥、医鼓品全品目の備蓄品‖数上りヰ，増加率さ■し  

ては高いむのの、ヤ成20隼12月時点における全品‖にJ】める後発医薬品のシェア 佃一点  

兆（Il）／（A））は、、l乙均構t53％、1央値1ヱ9（滝と／トノており、依然とし〔低い索．‡某  

と／ごっていろ。   

≠揉薬局において】つの錯柄♂つ先考医薬品について複故銘柄の後発医應占らを備えていう  
抱合に、その先発医薫誹，の銘柄軌こ換算した場合の牒＝1放は、、l乙勅110－～ム‖（標準偏差ITl、  

中央値50）となった。つまり、先発医薬品IIO言川については、保険薬局において複軌銘  

柄の中から調剤する後発医薫品を選僻することができるといvうことになる。  

T：－コ…叙て‡、碍′㌘ミ；；妥で軍‘  ′A∴キrr    掬毒漱麗  護欒聯  

平均値  75月．5   g18．5  7．弼   

医薬品全品目数（A）  標準礪差   3き5－7   197．7  

中央値   715．5   776．0  8．5％  

平均傭   97．3   125．5  29．0％  

うち、後発医薬品の品目数 （B）            橿準傭差   1136   99．0  

中央値   6R．5   】（X），0  46．0％  

うち、複数銘柄の後発医薬  11．0  

品を償えている先発医薬  17．1  

品の品目数   ～中央僑  ゴ．0  

平均値   12．R％   t5．3％  

（B）／（A）  

中央値   9．6％   12．9％  

（fLいすぺての項目lこついて回答があった施設を対射こ集計した。  

うち、複数銘柄の後発医薬品を傭えている先発医薬品の品‖徴」とは、薬局で1つの銘柄の先  

雀医薬品について複数銘柄の後発医薬品を傭えている場合（薬局で後発医薬品を選択できる場  

合）に、それを先発医薬品の銘柄数に換書Lた嶺悟の品目数を意味する。  

茎葉董茎数直垂］  

例）先発医薬品alOmg  

先篭医薬品α2（lmg  

†ニの場合、薬局において先発医ホ品α10mg、α20mgの在庫の有無にかかわらず、後発医ホ  

晶A川mg、後発医薬品B10mg、後発医薬品人20mg、鉄器医業品b20mgの在庫があれば、  
先登医薬品の品目数は r2品H となる。  

2）同じ剤形の後発医薬品が薬価収載されていない先発医薬品の傭事品目数   

同じ剤形の後矧束薬品が薬価収載されていない先発医薬品の備蓄品目数についてみると、  

「先登医薬品が0【）捉」の場合の平均烏」．9品目（標準偏差62、中央値20）、「OD錠以外＿  

の場合の平均はg75品目（標準偏差16貞g、中央値30）であった－）  

図表3一 同じ刑形の後発医薬品が薬価収載されていない  

先発医薬品の傭暮品目数  

先発医薬品がOD錠（∩＝引3）  

OD錠以外（n＝488）  

⑤後発医薬品への変更を進めるための要件   
採和している後発医薬品を選択した理由についてみると、「迅速かつ安定的に製造販売業  

者や卸業者から人手できる」（752％）が最も多く、次いで「後発医籠品メーカーーによる品  

質に関する情報開示の程度」（587％）、「近隣の保険医療機関・保険薬局への納入実績の樺  

度」（391％）であ／）た。  

図表39 採用している後発医薬品を選択した理由（複数個筈、nニ944）  

肌    2（れ    峨    仰    8仇   10【n  

3）在庫がなくて後発医薬品に変更できないケースがないようにするために必要な後発医   

薬品の備蓄品目数   

在暗がなくて後発医薬．†／，に変更できないケースがないようにするために必牒／言後発Ⅰタ三凍  

品の備蓄品‖数についてみると、「200～Z99品卜巨（124（施）が最も多く、次いで「300へ199  

品【】（1201％，）、rlOO～199晶‖．＝1畔；）で、平射直は275t占占‖（中央値ヱ000）亡あ  

った。  

／上1〕、ここでは「無回答」が415％と多か／）たことに阻昏する必要がある、  

図表38 在オがなくて挫発医薬品に変更できないケースがないようにするために  

必要な後発医薬品の傭蓄品目数  

t】～  2肪  棚  60ヽ  抑  －（X粍  

§iヽ   

後発医薬品メーカーによる品T  
にⅦする什t開示の鶴鷹   

他の後発露凛晶より藁tが安価   

近隅の保険医撫櫨蘭・保坂薬局  
への00人糞■の穏燥  

迅凄かつ安定的に製遺t九義著   
や卿暮書から入手できる  

■看の使用虚がよい  

I111がしやすい  

その他  

■国嘗  

■錮晶日以下  □l（氾－199品目 82（抑～299品目 ■300－ユ99品目 ロ●（カー1銅品巳 ロ5（帆風目以上 ロー回答  



⑥筐オ機鴇との遵秩   
後発医薬品への変更調剤に係る医療機関（医師）への情報掟供の頻度についてみると、「新  

規の変更調剤を実施したときのみ」（52g％）が最も多く、次いで「変更調剤を実施した都  

度」（35．3％）であった。  

図豪41後発医薬品への嚢更調剤に儒る医療機関（医師）への情報提供の頻度  

0ヽ  t01 JOヽ 〕0ヽ 10ヽ  50ヽ lOヽ I仇  帥ヽ  90ヽ 一触ヽ   

処方せんの「後発医薬品への変更不可上欄に処方医の署名等がなかったが、後発医薬品  

に変更しなかったケー→スについて、今後薬局の立場として後発医薬品への変更を進めるた  

めの最大の要件をたすねた。   

この結果、「医師や薬剤師に対する後発医薬品の品質保証が「分であることの周知徹底J  

（】9．5％）が最も多く、次いで「剤形・規格の遠いに関わらず銘柄変更調剤ができる環境の  

整備」（17R％）、「後発医薬品メーカー一による情報提供や安定供給体制の確保」「後発医薬品  

に対する患者の理解」（15．4％）であった。  

図表40 処方せんのr後発医薬品への変更不可」‡■に処方医の■名讐がなかったが、  

嚢モしなかった場合について、薬局の立場として後免医薬品へのま更を  

進めるための七大の畢件（単数回答、n＝g44）  

80ヽ 5．仇10仇15．仇 20仇 25．仇 30．0ヽ  

全体  
（n＝g41）  

■王責椚州を菓絶した●虎  口新規のt王れ網を実施したときのみ  

℡憎ヰ提供していない  ■その他  
○書回答   

品ー保証の欄知徽戚  

メーカーによる惰■凛供・安定供給  

▲書の覆■   
州静・徽櫓の1いに加わら丁銘柄土王■刑が  

で蕾も環蝿の鶉●  

■網■■上の一■の辞儀  

什に対応は必事ない  

その他  

■回書   

後発医業品への変更洞剤に係る医療職闇（医師）への博聞提供のタイミングについてみ  

ると、r変更調剤をした都度すぐに」（65．6％）が最も多く、次いでト▲定期間に行った変更  

調剤をまとめて」（12．7％）、「薬情・お薬手帳等により患者経由で次の診療日に」（9．9％）  

であった。  

図曇42 後景臣薬品への嚢王臍ラ和こ優る医疇欄爛（医師）への情報提供のタイミング  

【穐 10ヽ  2（粍  3【粍 l仇  机  8仇  丁仇  8肌  90ヽ 1∝鶴  

ローf■刑をした書庫ナぐに  

ロー定期－れに行ったt王■Ilをまとめて  

ロ轟憎・お■手嶋■により■書繰由で次の鯵■日に  
■鴫段何も対応していない  
ロその他  
ロ■回書   

後発医薬品への変更調剤について情報提供不要の取り決めを行っている医療機関数につ  
いてみると、情報提供不要の取り決めを行っている医療機関警が「0」（まったくない）と  

いう薬局が59．7％であった。  

国表43 後発医薬品へのた王礪剤について情報攫供不蔓の取り決めを  

行っている匡膚■欝数（隈944）  

各薬局で採用している後発医薬品のリストの近隣医療機関（医師）への提供状況につい  

てみると、r掟供していない」が73．2％、「提供している」が24．6％であった。   

「提供している」と回答した232薬局について、その提供方法をたずねたところ、「薬局  

単独で軽供している」がg7．5％で最も多かった。この他、「地域の薬剤師会として提供して  

いる」が‘．0％、「複数の巣局で共同して提供している」が2．2％であった。  

図褒44 後発医薬品のリストの近隣医膚欄爛（医師）への提供状況  
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図表45 後発医♯品のリストの近隣医凛■開（医師）への提供方法  
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凰表46 後発医薬品鯛剤に関する考え方   

仇 101 2仇 3仇 4仇 501 801 7肌 80ヽ 9肌 10肌  

⑦後発医薬品の使用に関する考え方   
後発医薬品の調剤に関する考え加こついてみると、後登医薬．Ⅳハ謹虻・調剤には rr♭－ま  

り積極的には取り組んでいない．（335％）が最も多く、玖いで「封鋸こ⊥り諷刺すろl、う  

にしている＿（313－‰〉、「特にこだわりはない」tヱ11％））でrケ）／〕た   

後発医組1J，〝）説叩ト調剤には†あまり躇施的に11取り組ノレでいノ亡い ぃ呵竿した∴lf）薬  

ん引こ対Lてあまり増梅的に取り組まない稚かをたザ署たと二7  ∃．‘．訝に鳥㍑】が′ケ〉ろたんノ′  

「′友）王供給体制がイ、傭であるため」「近隣匪頼健保lが使用に粕極的なた勅」（いずれも40ご‰J  

が最も多く、次いで「効果に捉RRがあろたげ）」りる7％）、「佃軸提ULカ；不備であろ†二ぜ）」  

（ヱ691）イ，）、「薬局に露草済的／上伸益がナ山、ため」（250％）であ′ノた   

全体  
（∩＝9ヰl）  
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・
 
 

‾’ 惰にこだわりはない  
う   憎 

L旦！些至  

園嚢47 後発医薬品の説明・調剤にあまり積極的に取り舶まない理由  

（複数回答、炬316）  

（h     2（h     勅     80ヽ     8（れ    10（n  

品Ⅹに疑何がある  
た〝）  

劾■に縫憫がある  
ため  

H作用に不安がある  

た慶）   

安定供給体■が不書で  
あるため   

¶■提供が不●である  

たl）  

■書への暮及唇集が  
不足なため   

事掃に鐘粛的なず益が  
ないため   

通れ医療機関が使用に  
欄Ii的なた′）  

その他  

■回書  

⑧後発医薬品に蒙更して調剤した処方せんに係る薬剤料の状況   
ここでは、調奄票の「様式ヱ＿ に記載のあった他力せん7．07（〉枚の銀剤料を分析の対象と  

Lた。   

サ成封＝Fほf＝ 口から12月14［」のl週間に、「後発医薬品への変更不可」欄に処方医  

の署も等が／亡く、かつ実際に後発医薬品に変更して調剤された処方せん（7．07る枚）につい  

てみると、記載銘柄により調剤した場合け）薬剤料は、平均7545点（標準偏差1071－9、中  

東依j9ヱ0）であった。リノ、実際に調剤した薬剤料は、、F均5禽22点 順準偏差g7gj、  

中央値∴ほ00）であった。   

この結果、記載銘柄により調剤し．た場合の薬剤料に占める、実際に調剤Lた薬剤料の割  

合は、ザ宰772％（－い矢場714）であ／）た。  

図表49】2／8～川に後発医薬品に変更して調剤された処方せん（7，076枚）の状況   

後発医薬品の品質保証の方法についての理解状況をみると、「卜分に理解していろ が  

只1％、「ある掛章理如している」が6jO一弘、「あまり理解していない」が23R％であ／〕た 

国璽48 後発医薬品の品井保旺の方法についての理解状況  

0ヽ  10ヽ  20ヽ  30ヽ  40ヽ  50ヽ  60ヽ  70ヽ  80ヽ  90ヽ 1∝鵬  

全体  
（n＝944）  

■ 一l   
□十サに即していも ロ▲る椚即してしも ロムまり呼■してい1い  

■全く理解していない  □れ回答  

次に、患者一瓢負担金割合別にみると、後発医薬品に変更して調剤された処方せんの平  

均薬剤料は、「言己厳銘柄により調剤した場合の薬剤料」が、l割負担で94l．7点、j割負担で  

7000点であった。一方、「実附こ調剤した薬剤料」は、1割負担で7524点、3割負担で5228  

点であった。   

この結果、吉己敲銘柄により調剤した場合の薬剤料に占める、実際に調剤した薬剤料の割  

合は、I割負囲で799一粒、）割負担で74T％であったく 

図喪50 患者一部1担金割合別にみた、12／8－12／川に後発医薬品に変モして  

鰐劃された処方せん（7，0丁8歓）の状況  

処方せん牧■く牧）   

記載銘絢こより■州した場合の藁州料（A）く点）  754．5  7－10．0   941．7  24l．l  700．0  176，l   

異厳に綱カした場合の巣鋼料（8）（点）   582．2  637．6   75：！．4  191．2  522．8  119．8   

記粧銘柄によりⅦ綱した壌含の藁州料に占め  
る、実闊に■刺した兼湘料の鋼合（B／A）（％）  77．2  8る．ヱ   丁9．9  79，）  74－7  68，0   

（注）患者軒負担金割合の 全体には、患者都負担金割合が不明だった処方せん占枚が含まれる。   



（診後発医薬品の使用にあたっての間観点・覆欄攣  

ここでは、自由記述形式により、後発医薬品の使用にあたっての問題点・課題笥につい  

て意見・要望を記載していただいた内容のとりまとめを行った。  

l〉 t虞■■島Ot■体■  

局の在庫・供給体  
・後発医薬品が1社しかないものは、採用したくても安定供給が可能かどうか不安なので   

採用できない。  

・当薬局では、処方きれる薬の集中率が低いため、後発品を採用すると、在庫の回転率を   

悪化させてしまう傾向がある。そのため処方きれる薬が集中していて採用薬品の数の少   

ない薬局に比べ、積極的に後発品に変更するのが難しい状況である。  

・それぞれの病院、医師の考えにより、後発品の使用法が速い、また、患者サイドでも薬   

局により商品が変わることは納得していただけない。とくに汎用医薬品は、一成分で数   

種類の商品を在庫として置く必要がある。一刻も早く商品名ではなく成分名での処方せ  

ん記載を望む。  

彙臣巣晶メーカーの供給体  
・先発医薬品メーカーが後発医薬品を販売することが増え、メーカーーの説明や対応もしっ   

かりしているため信頼できる。だが情報提供がきっちりとできる後発医薬品メーカーは  

ほとんどない。  

・後発医薬品を調剤していて、錠剤の破損に気づき、メーカーに問い合わせたことがある。  

このロットは、メーカーの回収品だったようだが、一切その情報がなく、クレームのあ  

った薬局・医院等のみに対処しているようだった。もし回収品が出たら、どこのメーカ   

ーでも情報発信をし、納入先には知らせる体制を整えてほしい。  

の t彙■暮鼻の島貫と義春  

・包装の表面はともかく、錠剤、カブセ／レを出す時に手を切ったりすることがあり、薬だ  

けでなく包装にも気をつけてほしい。  

・欧米のジェネリックのように有効成分、添加物が全て同一・一のものを後発品として組める  

ペきだ。  

・現状のデーータは、客観的・中立的ではないため扱いづらいっ信用できかねる。後発品の   

副作用、効果等は、できるかぎり薬局でも確認しているが、これだけの詳しい調査は、   

特別スタッフを用意していただかないととても無理だ。海外のように第三者機関による   

後発品と先鴇品とのデータの比較（海外でいうところのオレンジブック）をお願いした  

44  

い。  

・先発品よりも後発品の方が、溶解性、添加物などが優れていると思われる医薬品も多く、  

もしそのような後発品が増えてくれば、自然と、後発品を積臓的に勧めるようになると  

思う。  

8）■■■■■轟方にさけ磯■と■■  

方せんを通じた意思隷－  

・処方変更不可のところに署名等が入っているもので、それが、すべて後発品のものなど  

は、医師の処方意懐がわかりづらいことがある。  

・変更不可印を押す理由のlつに、変更情報を受け取ることのわずらわしさがあると聞い   

ている（医師側に）。後発品の品質が先発と同等であるならば変更報告は不要とすれば  

良い。  

・溶出試験等による生物学的同等惟について、医師はある程度理解されているが、実際の   

効果についてわからないため変更不可の処方せんが多いと感じる。  

・剤型相異の変更を基本可にして欲しい。ダメな時にのみ変更不可印を押して欲しい。   

輌  
・後発品に変更後も先発晶のままで処方される医療機関が多く、違う薬局へ行かれた時な  

ど患者から情報提供がなければ、先動こ戻るか、別のメけカーのものになってしまい、  

閉局がある。  

・薬剤師にとって、後発品への変更可の処方せんは魅力もあるも患者と一矧こ複数の後発   

品の中から自由に薬を邁ペるというのはやりがいを感じるので、薬局でも患者に後発品  

を勧め、手書きのポスターを作って薬局に貼るなどの努力をしている。しかしながら医   

師から明らかに不快感を示されたこともあり、現在、受け付けている処方せんの95％  

以上二が、後発品への変更不可に印鑑が押してある。  

・医師のサインの無い処方せんだったので、患者と相談し、後発品の希望があり変更し、  

その内容を病院にフィード′くックしたら、「後乳こ変更する前に必ず電話でこちらの了   

解を取ってから変更してくださいJと言われた。まだ医師サイド主導での後発品変更の  

ため、もっと薬局サイド主導での変更にLていただきたい。  

l）tカー嘉島についての広●と■■  

・「あなたのお薬代が安くなる」という説明では、「良い物は高くても良い」と思ってい  

る人が多いので、広報を通じて、「今の医療保険制度が崩壊するんですよ」という全体  

的な説明をして欲しい。  

45  

う。医薬品全般にこの制度を適応するのではなく、例外品目、例外となる診療科日等が  

あっても良いのではないか。  

「保険医療への協力」という話をして理解が得られるのは、比較的若年齢層の患者に限  

られる。高齢者の方では森口での負担が1割ということもあり、経済的インセンチイブ  

も働きにくいので、ジェネリックに対する理解に乏しい（説明しても）。あるいは理解  

されてもブランド志向が強いために変更しないことが多い。  

先発晶のみを患者が選択する場合は、何か負担をするという形にしないと、すべての患  

者へ広めることは難しいと思う，  

－当薬局は引こ高齢者を対象としているため、後発品への変更を行うと、介護者が理解し  

ていても、本人は混乱が生じる。そこで当薬局では、病院と協力して後発医集品の選穿  

を行っている。  

・1割負拘の患者は、変更後の負担金の差が小さく、後発への変更を希望されないことが   

多いが、残りの9割が税金や他の人の保険金で鮪われていることをご理解されている方   

は、後発品を希望されることがある。医療保険の仕組みについて国民に知っていただき、   

医療保険のお金を皆が大切に使っていこうという啓発も大切だと感じている。  

・先発品と効果が違ったり、後発品に変更後副作用や体調に変化があった事例が公になか   

なか出て来ない。CMなどの影響で「同等」＝「同じ」「同じ薬」で安い薬というイメ  

ージが出来過ぎている。  

・患者の待ち時間をいかに短くして∴迅速に正確に投薬するかという課題において、ジュ   

ネリック医薬品への変更に向けて窓口で説明する時間は大変なネックになっている。  

の ■■■嘉島甜ナる■の責任断食  
・後発医薬品は自信を持って勧められない。何かあった時の責任が今の所はっきりしてい   

ないこと、貴僅が自分にかかってくると思うと心配になってくる。より安心なジュネリ   

ックを選択できるように、薬剤師のスキルを上げることが一一番に取り組むべき課題だと   

思う。  

・厚生労働省において同等性が確認されていると説明しても添加物等の違いがあり、副作   

用が起きたときの責任が難しい。  

l）暮■■■員書蜘すもメリット  

・後発を勧めているのは医療書削減以外のメリットはない。ということは、先発品と後発   

品の値段の差がありすぎる。同じにすればよい。  

・30％に達しないと、後発品に切りかえた時のメリットが薬局にほとんどない。薬価差を  

もらった方が利益が高い。患者に（後発医薬品を）希望する人の割合が低い。医者が処   

方する時に、後発品の割合にメリット制を入れるペきだ。  

・後発品が88％以上なので、そこは評価してもらえないのですか。後発医薬品の新発売   

時は、医師に言って使用してもらっているので、その辺のことも考えてもらいたい．  

・経済的インセンチイブといっても薬価が安ければよいというものでもなく、例えば局方   

晶の低薬価晶（散剤のヒートシール）などでは逆ザヤとなる。′くラ品を分包しても経費   

をキえれば同様に逆ザヤとなる。調剤すればする程赤字。このようなことはないように   

切にお噸いしたい。  

乃 t暮■轟■tt暮ナるためOt義と■暮  

・′ト児への後発品の便利こは、間雇があると思う。後発品メーカーからデータを取り寄せ   

てもらっても、成人のみ使用歴があり、小児に対する臨床データがないものが多いと思  
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